
募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

に
基
づ
く
縦
覧
に
つ
い
て

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ

る
新
設
の
届
出
が
、
次
の
と
お
り

あ
り
ま
し
た
。
店
舗
所
在
地
で
あ

る
本
市
に
お
い
て
、
届
出
の
内
容

を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
見

の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
内
に
県

へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
届
出
概
要

・
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び

所
在
地

（
仮
称
）
小
山
羽
川
複
合
店
舗
（
川

中
子
字
東
原
３
３
２
９
番
６
外
）

・
届
出
者　

株
式
会
社
ク
ス
リ
の

ア
オ
キ
、
北
野
清
二

・
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

売
業
を
行
う
者

　

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
他

１
者
未
定

■
縦
覧
期
間　

平
成
30
年
２
月
９

日
㈮
ま
で
（
土
・
日
・
祝
祭
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）

■
縦
覧
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分

■
縦
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
32
）８
９
０
７

（
４
）
対
象
労
働
者
の
雇
用
を
開

始
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
前
の
日
か
ら
１
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
解
雇
し
た
労

働
者
が
い
な
い
事
業
主

（
５
）
市
税
等
に
滞
納
が
な
い
事

業
主

■
対
象
労
働
者

　

市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
60
歳

以
下
の
方
で
、
公
共
職
業
安
定
所

の
紹
介
を
受
け
た
離
職
者
や
、
身

体
障
が
い
者
手
帳
１
・
２
級
に
該

当
す
る
方
な
ど
（
た
だ
し
、
事
業

主
の
２
親
等
以
内
の
者
を
除
く
）

■
交
付
対
象
期
間

　

対
象
労
働
者
の
雇
用
を
開
始
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
を
経

過
す
る
日
か
ら
６
か
月
以
内

■
交
付
額

　

１
人
に
つ
き
20
万
円

（
同
一
年
度
内
で
同
一
事
業
者
に

交
付
で
き
る
額
は
、
１
０
０
万
円

ま
で
）

■
提
出
書
類
に
つ
い
て

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
商
工
観
光
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
32
）８
９
０
７

ず
で
す
。

　

市
役
所
や
銀
行
窓
口
の
ほ
か
、

口
座
振
替
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付
な
ど
、

生
活
態
様
の
変
化
に
合
わ
せ
た

様
々
な
納
付
方
法
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）８
８
９
３

下
野
市
雇
用
奨
励
金

交
付
制
度
に
つ
い
て

　

雇
用
機
会
の
増
大
と
雇
用
の
安

定
化
を
図
る
た
め
、
市
内
に
あ
る

事
業
所
が
対
象
労
働
者
を
常
用
雇

用
し
た
場
合
、
事
業
主
に
奨
励
金

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
受
給
対
象
者

　

次
の
（
１
）
〜
（
５
）
す
べ
て

に
該
当
す
る
事
業
主

（
１
）
雇
用
保
険
適
用
の
事
業
主

（
２
）
１
週
間
当
た
り
の
所
定
労

働
時
間
が
、
既
に
雇
用
し
て
い
る

被
雇
用
者
の
１
週
間
当
た
り
の
所

定
労
働
時
間
と
同
程
度
で
あ
る
対

象
労
働
者
を
、常
用
雇
用
者（
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
を
除
く
）
と
し
て
期

間
を
定
め
ず
、
６
か
月
以
上
常
用

雇
用
し
て
い
る
事
業
主

（
３
）
対
象
労
働
者
に
対
す
る
雇

用
保
険
、
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

に
加
入
し
て
い
る
事
業
主

■
滞
納
処
分
の
実
績

（
平
成
28
年
度
実
績
）

・
納
付
催
告　

１
２
，
６
１
１
件

・
財
産
調
査　

４
４
，
３
９
８
件

・
差
押　
　
　
　
　
　

３
６
１
件

（
内
訳
）
給
料　
　
　
　
　

76
件

　
　
　
　

預
貯
金　
　

１
３
９
件

　
　
　
　

生
命
保
険　
　
　

74
件

　
　
　
　

売
掛
金
・
報
酬　

７
件

　
　
　
　

還
付
金　
　
　
　

54
件

　
　
　
　

不
動
産　
　
　
　

11
件

・
換
価
、
取
立
、
配
当

６
３
０
件　

５
９
，
３
３
５
千
円

■
税
金
の
納
付
を
後
回
し
に
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

住
宅
や
自
動
車
の
ロ
ー
ン
、
消

費
者
金
融
の
返
済
等
を
優
先
し
て

滞
納
を
し
て
い
る
方
が
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
自
身
の
財
産

取
得
や
資
産
形
成
に
伴
う
返
済
で

あ
り
、
納
税
の
公
平
性
に
反
す
る

の
で
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
返
済
計

画
の
見
直
し
等
を
行
い
滞
納
の
解

消
及
び
納
期
内
納
付
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

■
納
期
内
納
付
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

全
て
の
納
税
者
の
方
が
、
納
期

内
納
付
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

滞
納
整
理
に
か
か
る
経
費
が
不
要

に
な
り
ま
す
。
そ
の
分
の
財
源
や

人
員
を
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
充

て
ら
れ
れ
ば
、
下
野
市
は
他
に
誇

れ
る
「
住
み
よ
い
街
」
に
な
る
は

　

月
は
県
内
一
斉
地

方
税
滞
納
整
理
強
化

月
間
で
す

　

納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を

図
る
た
め
、
12
月
を
「
県
内
一
斉

地
方
税
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と

し
て
、
栃
木
県
と
協
働
し
て
県
内

一
斉
に
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
み

ま
す
。

■
市
税
等
徴
収
率

　

市
の
徴
収
率
は
、
県
内
で
も
上

位
に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、
一
部

の
滞
納
が
全
体
の
徴
収
率
を
引
き

下
げ
る
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

納
税
の
公
平
を
図
る
と
と
も
に
保

険
制
度
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る

た
め
、
納
付
催
告
お
よ
び
滞
納
処

分
に
よ
り
徴
収
率
の
向
上
を
図
っ

て
い
ま
す
。（
平
成
28
年
度
実
績　

現
年
度
・
滞
納
繰
越
計
）

　

個
人
市
民
税　
　

９
７
．
１
％

　

法
人
市
民
税　
　

９
８
．
４
％

　

固
定
資
産
税　
　

９
４
．
４
％

　

軽
自
動
車
税　
　

９
３
．
３
％

　

都
市
計
画
税　
　

９
４
．
６
％

　

国
民
健
康
保
険
税
７
７
．
９
％

　

介
護
保
険
料　
　

９
８
．
２
％

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
　
　
　
　
　
　

９
９
．
４
％

　

全
体
計　
　
　
　

９
４
．
２
％
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3
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